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１．環境経営方針

《企業理念》 

《環境理念》 

《環境行動指針》 
１）　環境負荷の少ない構造物・工事の提案を行うなど、常に創意工夫と革新の意識を持ちながら、 

工事および環境活動に取り組む。

２）　ＣＯ２排出量の削減 

・使用エネルギー（電力、燃料）を低減させＣＯ２排出量の削減に努める。

・工事資材、事務用品、消耗品の３Ｒに努める。 

・節水喚起で無駄な水の使用を防止する。 

３）　廃棄物の発生を削減 

・適正な施工計画・工程計画により、適正な資材発注と管理により無駄をなくする。 

・徹底した廃棄物の分別で、建築副産物のリサイクル率１００％。 

４）　環境法令の遵守 

・事業活動に関連する環境法令及び環境条例を遵守する。

５）　環境保全活動への参加 

・積極的に環境ボランティア活動等に参加する。 

６）　環境方針の従業員への周知 

・環境方針及び行動指針を従業員一人一人に周知し、環境活動への認識を高める。

制定日：令和３年９月５日 

丹内建設株式会社 
代表取締役　　丹内　心一

私達、丹内建設株式会社は、一人一人が豊かな自然環境の中で生かされている事を再認識し、こ
の環境を次世代へと引き継ぐために、事業活動において、環境法令の遵守・環境負荷の低減・環境
活動への取組を継続的に行っていきます。

従業員の幸福と取引先の満足を追求し、事業を通して社会の発展に貢献する。
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２．事業概要＆認証登録範囲
《名称及び代表者名》

丹内建設株式会社
代表取締役　　　丹内　心一

《所 在 地》
〒020-0735　岩手県滝沢市篠木黒畑56-1
〒020-0551　岩手県岩手郡雫石町笹森124-45

《環境管理責任者・事務局連絡先》
営業部 部長 川嶋　隆治
E-mail kawashima@tannai.jp

総務部 課長 佐々木　勝彦
E-mail k-sasaki@tannai.jp

［TEL］ 019-687-1605　　［FAX］　019-687-1612

《事業活動の内容》

《事業規模》
３,０００万円
５１名
２,５４９.６９㎡
１,６５０.７８㎡

 ６５,２６５万円
産業廃棄物

 ２,２０２.４１ｔ
 １,３９７.２６ｔ
 

１,３４４.１２ｔ

《認証登録範囲》
建設業（法面処理工事・土木工事）
産業廃棄物処理（中間処理）及び収集運搬

《社　歴》
法面保護施工業として創業
丹内建設㈲設立
岩手県知事許可
資本金の増資（資本金３００万円）
丹内建設㈱に組織変更（資本金８００万円）
資本金の増資（資本金１,０００万円）
資本金の増資（資本金３,０００万円）
岩手県知事許可　産業廃棄物処分（中間処理、収集運搬）

平成７年３月

本 社 ：
中 間 処 理 場 ：

環境管理責任者：

環境管理事務局：

延 床 面 積 ：
令 和 ５ 年 度 実 績

昭和４７年３月
昭和４９年１１月
昭和５５年１０月
昭和５６年７月
平成３年６月

事 務 局 連 絡 先 ：

資 本 金 ：
従 業 員 数 ：
敷 地 面 積 ：

・建設業（法面処理工事・土木工事）
・産業廃物処理（中間処理）及び収集運搬

平成１５年５月

売 上 高 ：

中 間 処 理 ：
収 集 運 搬 ：

木 質 チ ッ プ ：

昭和４２年４月

再生品等販売
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３．ＥＡ21 実施体制
《組織図》

《役割・責任》

・取組に必要な資源を用意する。
・経営における課題とチャンスの明確化。

全従業員

・実施体制の構築。
・環境経営システムの構築、実施、管理。
・環境活動の取組結果を代表者に報告。
・環境管理責任者の補佐。

・担当部門についての環境経営システムを実施し、維持する。

・活動状況の問題点や不備を審議する。

・環境方針の理解と、取組の重要性を自覚する。
・自主的、積極的に環境活動に参加する。

・環境方針の策定、全体の評価と見直し。

・環境関連の外部コミュニケーションの窓口。
・取組活動の取りまとめ、書類作成、データ集計。

・担当部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施。

代表取締役

環境管理責任者

環境管理事務局

役　　職 役割・責任

環境責任者

・環境管理総括責任者。
・環境責任者、必要な責任者の任命。

EA21推進委員会
・環境活動の計画、取組み、決定事項等の周知。

環境管理事務局

課長 佐々木 勝彦

総務部

環境管理責任者

部長 川嶋 隆治

営業部

代 表 者

丹内 心一

代表取締役

環境責任者

部長 丹内 みえ子

総務部

環境責任者

部長 樋口 光彦

工事部

環境責任者

部長 川嶋 隆治

営業部

環境責任者

吉田 進

笹森中間処理施設

全 従 業 員

EA21推進委員会
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４．環境経営目標

《環境経営目標設定》
環境負荷の低減・環境活動への取組として、目標を設定しました。

R6年度 R7年度 R8年度

kwh 87,575.0 85,386.0 84,948.0 84,510.0

基準値比(%) -2.5% -3.0% -3.5%

ℓ 84,204.5 82,099.0 81,678.0 81,257.0

基準値比(%) -2.5% -3.0% -3.5%

ℓ 179,562.3 175,073.0 174,175.0 173,278.0

基準値比(%) -2.5% -3.0% -3.5%

ℓ 11,493.0 11,206.0 11,148.0 11,091.0

基準値比(%) -2.5% -3.0% -3.5%

kg-CO2 735,234.2 716,853.0 713,177.0 709,501.0

基準値比(%) -2.5% -3.0% -3.5%

t データなし

基準値比(%)

t 225.10 219.0 218.0 217.0

基準値比(%) -2.5% -3.0% -3.5%

㎥

基準値比(%)

エコ物件提案・受注 件/年 0.0 5.0 5.0 5.0

※環境に配慮した工程を取り入
れた工事含む。

維持

中間処理場 件/年 0.0 0.0 0.0 0.0

異物混入 維持

社員教育 回/年 1.0 1.0 1.0 1.0

維持

回/年 4.0 4.0 4.0 4.0

維持

※ ・・・化学物質の使用はありません。

※ ・・・購入電力の二酸化炭素の係数は、東北電力㈱令和5年度調整後排出係数0.385kg-CO2/kwhを使用。

環境目標項目 単　位
目　標　値

電力

ガソリン

軽油

基準値

地域貢献

灯油

二酸化炭素排出量

一般廃棄物

産業廃棄物

総排水量
井戸水のため、揚水ポンプの電力として
把握、取り組んでいます。

自治体の基準に合わせた分別を行いま
す。
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５．環境経営計画
《環境経営計画及び実施状況》

※　取組んでいる ： ○　　　さらに取組が必要 ： △　　　取組んでいない ： ×　　　該当なし ： ―

エコ物件提案 営業部

中間処理場 処理場

川嶋

環
境
責
任
者

該当工事
１件

異物混入ゼロ。 ○ ○

担当

総
務
部

工
事
部

総
務
部

工
事
部

処理場

総
務
部

社員教育

地域活動

廃
棄
物
排
出
量
削
減

一般廃棄物

取
組
み
状
況
良
好

産業廃棄物

受託廃棄物

節
水

水道水の削減

取
組
み
状
況
良
好

○

項　　目

二
酸
化
炭
素
排
出
量
削
減

電力

○

照明

冷暖房

設備

車両等

取組内容
実施状況※

評価等
6月 9月 12月 3月

使用していない部屋は消灯する。 ○ ○ ○ ○

取
組
み
状
況
良
好

事務室等の部分照明を実行する。 ○ ○ ○ ○

冷暖房の設定温度（冷房28℃、暖房20℃）を順守する。 ○ ○ ○ ○

ドアの開け放しはしない。 ○ ○ ○ ○

空調を必要な区域・時間帯に限定する。 ○ ○ ○ ○

使用していない部屋は、空調を停止する。 ○ ○ ○ ○

退社時、OA機器の電源を切る。 ○ ○ ○ ○

OA機器や照明器具等を省エネルギー型へ切り替える。 ○ ○ ○ ○

車両、建設機械等のアイドリングストップを実践する。 ○ ○ ○ ○

取
組
み
状
況
良
好

空ぶかし・急発進・急加速はしない。 ○ ○ ○ ○

エアコンの適正な使用。 ○ ○ ○

タイヤの空気圧は、適正値を保つよう定期的に調整する。 ○ ○ ○ ○

排気ガス、騒音のレベルを抑えるため、適正な車両整備を行
う。 ○ ○ ○ ○

最大積載量を遵守し、燃料の消費が増える過積載を防止す
る。 ○ ○ ○ ○

各書類の簡素化を図り、枚数を少なくする。 ○ ○ ○ ○

使用済み用紙(片面コピー）の裏面を利用する。 ○ ○ ○ ○

段ボール、雑誌、新聞紙等は、所定の場所に分別保管し再生
資源業者に引き渡する。 ○ ○ ○

社内ネットワークで文書を共有し、印刷物を削減する。 ○ ○ ○ ○

コピー機のトナーカートリッジの回収、リサイクルを推進する。 ○ ○ ○ ○

自治体の基準に合わせた分別。 ○ ○ ○ ○

廃油、廃プラスチック、金属くず、ガラスくずなどは所定の置場
に分別保管する。 ○ ○ ○ ○

一般ゴミが混載しないよう定期的にチェックする。 ○ ○ ○ ○

建設副産物は徹底分別して資源化する。 ○ ○ ○ ○

産業廃棄物管理票（マニフェスト）をもとに廃棄物の適正な処
理を行う。 ○ ○ ○ ○

指定物以外の受託をしない。 ○ ○ ○ ○

蛇口の水漏れがないか確認する。 ○ ○ ○ ○

水道を流しながら使用しない。 ○ ○ ○ ○

節水の表示を行う。 ○ ○ ○ ○

廃棄物の低減等、環境および経済性に配慮した工法を提案
する。 - - - ○

○ ○
混入
なし

会議時の報告等。 ○ ○ ○ ○

全従業員参加の教育を実施する。 ○ - - ○ 安全大会

清掃活動等の地域奉仕活動への参加。 ○ ○ - -
4回
参加
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【当該年度の環境経営目標の達成状況等】

目標値 実績値 差 判定値 結果

kg-CO₂ 735,234.2 716,853.0 399,539.6 -317,313.4 1.79 ◎　満足

ｋｗｈ 87,575.0 85,386.0 83,674.0 -1,712.0 1.02 ◎　満足

Ｌ 84,204.5 82,099.0 53,883.5 -28,215.5 1.52 ◎　満足

Ｌ 179,562.3 175,073.0 89,130.2 -85,942.8 1.96 ◎　満足

Ｌ 11,493.0 11,206.0 4,963.6 -6,242.4 2.26 ◎　満足

― ― ― ― ―

ｔ 225.10 219.0 238.7 19.7 0.92 △　未達成

― ― ― ― ―

件 0 0 0 0 ― ◎　満足

回 1 1 2 1 ― ◎　満足

回 4 4 4 0 ― ◎　満足

注 ：　達成状況判定式　目標値/実績値＝Ｘ

◎；Ｘ＞1.0　〇；1.0≧Ｘ≧0.95　　△；0.90≦Ｘ＜0.95　　×；Ｘ＜0.90　

適正な分別

単位

令和６年度

5 1 -40件

地域貢献

エコ物件提案・受注
―

社員教育

産業廃棄物排出量

適正使用・管理

一般廃棄物排出量

総排水量

×　未達成

中間処理場
異物混入

灯油使用量

軽油使用量

６．環境経営目標の実績

項目 基準値

当社では、環境経営目標の達成状況の確認・評価を行いました。
令和６年４月から令和７年３月までの実績について報告いたします。

二酸化炭素排出量

環境目標の達成状況※

購入電力使用量

※環境に配慮した工程を取
り入れた工事含む。

ガソリン使用量

- 7 -



【 主な環境経営計画の内容と評価 】

【 次年度以降の取組 】

・低燃費車の増台。

※原因 ： 宿泊を要する工事や滝沢市内の工事が増加したことが要因と思われる。

・ほぼ目標値となった。

③ エ コ 物 件 提 案 ・ 受 託

・清掃活動に４回参加し、目標達成。

① 二 酸 化 炭 素 排 出 量 削 減

② 産 業 廃 棄 物 排 出 量

・石積み補強の新工法（タフネスフォーマー工法）を提案し、採用された。

・実績１件のみで未達成だったが、目標値は引き続き５件とする。

・ガソリン、軽油の使用量が目標値を大きく下回った。

・スマートフォンによる勤怠管理の導入。

・講師を招いての講習会開催など、社員教育の実施。

・引き続き適正な処理を行う。

・工事内容および工程に十分配慮の上、エコ物件の提案を行う。
・新技術を提案し、採用されたものも実績とする。

④ 地 域 貢 献

・引き続き積極的に参加する。

⑤ そ の 他

７．環境経営計画の結果と

・エネルギー使用量については、引き続き指導、管理を継続していく。

② 産 業 廃 棄 物 排 出 量

③ エ コ 物 件 提 案 ・ 受 託

・社内設備等：照明をLEDに交換・空調設備の入れ替え・FAXのPDF化。

・工事内容により排出量は変動するので、引き続き経過観察とする。

④ 地 域 貢 献

評価・次年度以降の取組

① 二 酸 化 炭 素 排 出 量 削 減

・目標値達成となった。
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８．次年度以降の環境経営目標

《環境経営目標設定》
環境負荷の低減・環境活動への取組として、目標を設定しました。

R7年度 R8年度 R9年度

kwh 87,575.0 84,948.0 84,510.0 84,072.0

基準値比(%) -3.0% -3.5% -4.0%

ℓ 84,204.5 81,678.0 81,257.0 80,836.0

基準値比(%) -3.0% -3.5% -4.0%

ℓ 179,562.3 174,175.0 173,278.0 172,380.0

基準値比(%) -3.0% -3.5% -4.0%

ℓ 11,493.0 11,148.0 11,091.0 11,033.0

基準値比(%) -3.0% -3.5% -4.0%

kg-CO2 735,234.2 713,177.0 709,501.0 705,825.0

基準値比(%) -3.0% -3.5% -4.0%

t データなし

基準値比(%)

t 225.10 218.0 217.0 216.0

基準値比(%) -3.0% -3.5% -4.0%

㎥

基準値比(%)

エコ物件提案・受注 件/年 0 5.0 5.0 5.0

※環境に配慮した工程を取り入
れた工事含む。

維持

中間処理場 件 1.0 1.0 1.0 1.0

異物混入 件

社員教育 回/年 1.0 1.0 1.0 1.0

維持

回/年 4.0 4.0 4.0 4.0

維持

※ ・・・化学物質の使用はありません。

※ ・・・購入電力の二酸化炭素の係数は、東北電力㈱調整後排出係数0.385kg-CO2/kwhを使用。

環境経営目標項目
目　標　値

単　位

電力

ガソリン

軽油

基準値

灯油

二酸化炭素排出量

一般廃棄物

産業廃棄物

総排水量

地域貢献

自治体の基準に合わせた分
別を行います。

井戸水のため、揚水ポンプの電力
として把握、取り組んでいます。
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④実施体制

【全体評価】
当社は建設業および産業廃棄物処理業として、環境負荷低減に向けた取り組みを
進めてきました。燃料使用量の削減、分別の徹底など、各現場の状況に応じた環
境活動により、一定の成果を確認することができました。また、本社の空調設備の
更新、LED照明の導入を実施し、電力使用量の削減と職場環境の改善という両面
で成果を得られたと考えております。
さらに、滝沢市で開催された「地域循環共生圏　SDGｓﾌｫｰﾗﾑ２０２４」において、当
社の環境活動事例を発表し、参加した県内の大学生の意見に触れることができま
した。これまでの活動を客観的に見直し、従業員の環境意識向上にも繋がった良い
機会でした。
今後も、社員一人一人が環境に配慮した取り組みを意識し、地域社会に貢献でき
る企業として、環境経営を推進してまいります。

引き続きエコ物件、従業員教育の内容を検
討。

③環境活動計画 現計画内容を継続する。

現体制で引き続き活動を行う。

「地域循環共生圏
SDGｓﾌｫｰﾗﾑ２０２４」
事例発表

令和6年10月26日(土)
ﾋﾞｯｸﾞﾙｰﾌ滝沢

９．環境関連法規等の遵守状況

環 境 関 連 法 規

指示事項

特記事項なし。

空調、照明設備（LED導入）更新後の各数値
の変動を注視。

現場における周知、指導および活動の実施の
継続。

・チェックリストにて廃棄物処理法等の遵守状況を確認した結果、遵守されていた。
※主な法令等：廃棄物処理法、建設リサイクル法、労働安全衛生法

１０．代表者による評価
項　目

②環境目標

①環境経営方針

評　価

従業員への周知を安全大会で確認。

概ね達成。継続すること。

および違反、訴訟等の有無

違 反 ・ 訴 訟 等

・違反なし。

・苦情、訴訟なし。
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電 話 FAX
E-mail
UCL

資本金

許可
有効
許可
有効
許可
有効
許可
有効
許可
有効
許可
有効
許可
有効

台数 台数
1
1
1

2
1
1
2
1
1
1

１１．廃棄物業関連・組織の概要(情報公開）
事 業 所 名 丹内建設㈱中間処理施設
代 表 者 名 代表取締役　　丹内　心一
所 在 地 岩手郡雫石町笹森124-45
環 境 管 理 責 任 者 川嶋　隆治
エコアクション２１担当者 川嶋　隆治

連 絡 先
019-687-1605 019-687-1612
kawashima@tannai.jp

事 業 活 動 の 内 容
〇弊社および他社工事で発生する建設廃棄物を適正処分すると共に、建設副産物
を木質チップに加工して再生利用する。
〇収集運搬・中間処理の受託。

事 業 計 画 の 概 要
建設廃棄物・建設副産物の処理を通じて資源循環型建設業を目的とし、低炭素社
会構築に貢献する。

事 業 の 範 囲 営業範囲：岩手県内を主とする。

事
業
の
規
模

事 業 年 度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
売上高（百万円） 35.9 48.8 43.0 38.6
自社収集運搬 ( ｔ ) 82.71 41.34 147.52 120.07
自社分処理量 ( ｔ ) 82.71 41.34 147.52 120.07

受託収集運搬 ( ｔ ) 1,127.71 951.56 1,289.59 1,397.26
受 託 処 分 量 ( ｔ ) 1,853.90 2,912.05 2,211.89 2,202.41

従 業 員 （ 名 ） 52 53 51 51
法人設立年月日 昭和47年3月 30百万円

許
可
の
内
容

許可名／許可番号 年月日 事業区分、廃棄物の種類

産業廃棄物処分業
00321103461

一般廃棄物処分業

滝雫セ指令第1526004号

令和5年5月2日 ・中間処理（破砕処理）
・木くず令和10年5月1日

産業廃棄物収集運搬業

00301103461
平成31年3月14日 ・廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 ・紙くず ・木くず ・繊維くず ・ｺﾞﾑくず ・金属くず ・ｶﾞﾗｽくず、ｺﾝｸ

ﾘｰﾄくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器く
ず ・がれき類令和11年3月13日

令和7年4月1日 ・木くず　・収集、運搬及び処分
・滝沢市の全域令和9年3月31日

令和7年4月1日 ・木くず　・収集、運搬及び処分
・雫石町の全域令和9年3月31日

一般廃棄物処分業

設
備

設備名 能力・産廃の種類 設備名 能力・産廃の種類
移動式木質系廃材破砕装置 281ｔ/日

1
4ｔユニック

「ﾌｼﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞZ」 木くず 8ｔユニック
移動式木質系廃材破砕装置 169ｔ/日 10ｔユニック

「ｱｸｽﾀｰ6210」 木くず
2ｔトラック
2ｔダンプ

4ｔ深ダンプ
10ｔ深ダンプ

滝雫セ指令第1526005号

1

3ｔユニック

4ｔダンプ
2ｔ深ダンプ
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処理方法・処理工程

廃
棄
物
受
入
基
準

収集運搬物・処理物 受入基準
自然木：長さ3ｍ以内・土石の付着受入れ不可
建設廃材等：長さ3ｍ以内・釘等の金属、塗料の付着受入れ不可

木くず

廃棄物の処理料金・収集運搬料金については、お電話にてお問い合わせください。
【丹内建設㈱本社】　℡　019-687-1605

破砕処理受付

廃材重量計算

中間処理保管場所

破砕処理
ﾌｼﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞZ
ｱｸｽﾀｰ6210

ファイバーチップ
切削チップ

中間処理

作業フロー
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受託した産業廃棄物の処理量

破砕

再
資
源
化

木くず ボイラー燃料販売 1,344.12

うち再資源
化等

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

最終処分量合計

中間処理後処分量合計 1,344.12

最終処分

再資源化等量小計 1,344.12

中間処理後
の産業廃棄

物

最
終
処
分

ｶﾞﾗｽｺﾝｸﾘ陶 （管理型最終処分場（委託））

ボイラー燃料販売 2,202.41木くず

中間処理合計 2,202.41

再資源化等量小計

木くず 破砕 2,202.41

（がれき類） （安定型最終処分場）

2,202.41

中間処理

収集運搬量合計 1,515.89

収集運搬

木くず

ガラスくず及び陶磁器くず 5.91

石膏ボード

建設混合廃棄物

金属くず

紙くず

汚泥

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 5.62

1,397.26

コンクリート塊 91.59

As・Co塊

処理方法等 廃棄物等種類 処分方法等
令和6年度

処理量ｔ

15.51
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